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武蔵小杉東口駅前広場の武蔵小杉駅第３指定喫煙場所を 
１２月１７日に移設します 

 
 武蔵小杉駅東口駅前広場の指定喫煙場所（平成２６年３月設置）につきまして
は、煙の拡散を防ぐ形状への改修や、喫煙場所が車道に近接していることによる
安全性の確保など、市民の方から様々な御意見をいただいておりました。 

こうした状況を改善するため、厚生労働省から示された「屋外分煙施設におけ
る技術的留意事項」に基づく、煙の拡散軽減等に配慮したパーティション型の喫
煙場所となるよう移設、改修します。 

改修にあたり、日本たばこ産業株式会社（ＪＴ）から設備の設置について協力 
をいただき、供用開始後は本市が運営します。 
 
 １ 施設名 武蔵小杉駅第３指定喫煙場所 
 ２ 施設の概要 
   喫煙スペース全体をパーティションで囲み、パーティション上部に傾斜を

つけた屋根を増設することで、高さが前方２.５メートル、後方３.２メート
ルになります。また出入口をクランク形状にすることで、周辺への煙の拡散
を防止します。 

３ 工事開始日︓令和７年１２月 １日（月） 
４ 供用開始日︓令和７年１２月１７日（水） 
（ 現 行 の 指 定 喫 煙 場 所 は 、 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 に 撤 去 し ま す 。）  

 

 

【問合せ先】 
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課 山根 
電話 ０４４－２００－２３５４ 

〈完成予想図〉 〈配置図〉 

【 参 考 】 厚 生 労 働 省 の 屋 外 分 煙 施 設 に お け る 技 術 的 留 意 事 項 と は  
受 動 喫 煙 対 策 と し て 、 屋 外 に 分 煙 施 設 を 設 置 す る 場 合 に 講 じ る べ き 適 切 な 措 置  
■ パ ー テ ィ シ ョ ン 型 の 場 合  
・ 壁 は 一 定 程 度 の 高 さ （ ２ 〜 ３ メ ー ト ル 程 度 ） が あ る こ と  
・ 出 入 口 は 方 向 転 換 の た め の ク ラ ン ク が あ る こ と  
・ 四 方 の 壁 の 下 部 に 、 給 気 用 の 隙 間 （ 10〜 20 セ ン チ メ ー ト ル 程 度 ） が あ る こ と  


